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【改正理由】
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅
館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第52号）が公布され、旅館業法
が一部改正されたことに伴い、大津市旅館業法施行条例（平成２０年条例第４８
号）について、所要の改正を行うもの。
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２．旅館業の施設における感染症のまん延防止対策、差別防止の更なる徹底等を行うための規定が盛り込まれた。

【旅館業法の改正の趣旨】

１．旅館業法に基づく事業を譲り受けた者は、新たに許可の取得を行う

ことなく、営業者の地位を継承することが可能となった。

旅館業法 承継の規定 （旧） 旅館業法 承継の規定（新）

第3条の２ 事業譲渡(新規)

第3条の２ 合併・分割 第3条の３ 合併・分割

第3条の３ 相続 第3条の４ 相続

旅館業法 第5条：宿泊拒否事由等の規定（旧） 旅館業法 第5条：宿泊拒否事由等の規定（新）

第5条第1号 伝染性の疾病 第5条第1項第1号 特定感染症の患者等（特定感染症を具体的に規定）

第5条第2号 とばく、その他違法行為又は風紀を乱す行為 第5条第1項第2号 とばく、その他違法行為又は風紀を乱す行為

第5条第1項第3号
営業者の負担過重、他の宿泊者に対するサービスの提供を阻害するお

それのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返す（新規）

第5条第3号 宿泊施設に余裕がない、その他条例で定める事由 第5条第1項第4号 宿泊施設に余裕がない、その他条例で定める事由

第5条第2項 営業者に対するみだりな宿泊拒否の禁止、拒否事由の説明（新規）
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● 改正の内容

旅館業法の一部改正により、条項の移動等に伴い、

必要な規定の整理を行う。

（１）第２条第１項及び第３項中

「及び第３条の３第３項」を「、第３条の３

第２項及び第３条の４第３項」に改める。

（２）第４条中「法第５条第３号」を「法第５条

第１項第４号」に改める。

議案第116号

大津市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について

大津市旅館業法施行条例
第２条第１項及び第３項の表記(旧)

大津市旅館業法施行条例
第２条第１項及び第３項の表記(新)

法第3条の２（事業譲渡）第2項、

法第3条の２(合併・分割)第2項 第3条の３（合併・分割）第2項

及び 第3条の３（相続）第3項 及び 第3条の4（相続）第3項

● 施行期日

この条例は、公布の日又は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅

館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

大津市旅館業法施行条例
宿泊拒否等に係る表記(旧)

大津市旅館業法施行条例
宿泊拒否等に係る表記(新)

法第５条第３号
（宿泊施設に余裕がない、その他条例

で定める事由）

法第５条第１項第４号
（宿泊施設に余裕がない、その他条例

で定める事由）
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（新旧対照表）

改正前 改正後

(施設の指定等)

第２条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２項及び第３

条の３第３項において準用する場合を含む。）の条例で定

める施設は、次のとおりとする。

（１）～（５）省略

(施設の指定等)

第２条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２項、第３条

の３第２項及び第３条の４第３項において準用する場合を

含む。）の条例で定める施設は、次のとおりとする。

（１）～（５）省略

３ 法第３条第４項（法第３条の２第２項及び第３条の３第３項に

おいて準用する場合を含む。）の条例で定める者は、次の各号

に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

（１）～（３）省略

３ 法第３条第４項（法第３条の２第２項、第３条の３第２項及び第

３条の４第３項において準用する場合を含む。）の条例で定め

る者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定

める者とする。

（１）～（３）省略

（宿泊を拒むことができる事由）

第４条 法第５条第３号の条例で定める事由は、宿泊しようとする

者が泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれが

あると認められる場合とする。

（宿泊を拒むことができる事由）

第４条 法第５条第１項第４号の条例で定める事由は、宿泊しよ

うとする者が泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすお

それがあると認められる場合とする。


